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基発 0403 第６号  

令和５年４月３日  

 

都道府県労働局長 殿 

 

厚生労働省労働基準局長    

（ 公 印 省 略 ）    

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令等の施行等について 

 

 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令（令和５年厚生労働省令第 66 号。

以下「改正省令」という。）及び化学物質関係作業主任者技能講習規程及び金属

アーク溶接等作業を継続して行う屋内作業場に係る溶接ヒュームの濃度の測定

の方法等の一部を改正する告示（令和５年厚生労働省告示第 168 号。以下「改正

告示」という。）については、令和５年４月３日に公布及び告示され、一部の事

項を除き、令和６年１月１日から施行及び適用することとされたところである。

その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、関係者への周知

徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。 

 

記 

 

第１ 改正の趣旨及び概要等 

 １ 改正の趣旨 

金属をアーク溶接する作業、アークを用いて金属を溶断し、又はガウジン

グする作業その他の溶接ヒュームを製造し、又は取り扱う作業（以下「金属

アーク溶接等作業」という。）に係る作業主任者については、特定化学物質

障害予防規則（昭和 47 年労働省令第 39 号。以下「特化則」という。）第 27

条において、事業者は、特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者技能講

習（以下「特化物技能講習」という。）を修了した者のうちから、特定化学

物質作業主任者を選任しなければならないとされている。 

今般、特化物技能講習の受講者の多くが金属アーク溶接等作業のみに従

事する者となっていること等を踏まえ、特化物技能講習の講習科目を金属ア

ーク溶接等作業に係るものに限定した技能講習（以下「金属アーク溶接等限

定技能講習」という。）を新設し、金属アーク溶接等作業を行う場合におい

ては、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから、金属アーク

溶接等作業主任者を選任することができることとするため、特化則等につい
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て所要の改正を行ったものである。 

 

 ２ 改正省令の概要 

 （１）労働安全衛生規則（昭和 47 年労働省令第 32 号。以下「安衛則」とい

う。）の一部改正 

作業主任者の選任に関する作業の区分、資格を有する者及び名称につい

て、金属アーク溶接等作業主任者に係るものを追加したものであること

（安衛則別表第１関係）。 

 （２）特化則の一部改正 

ア  金属アーク溶接等作業については、金属アーク溶接等限定技能講習を

修了した者のうちから、金属アーク溶接等作業主任者を選任することが

できることとしたものであること（特化則第 27 条第２項関係）。 

イ  金属アーク溶接等作業主任者の新設に伴い、当該作業主任者の職務を

新たに規定したものであること（特化則第 28 条の２関係）。 

ウ  金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の科目等は特化物技

能講習のものを準用することとしたものであること（特化則第 51 条第

４項関係）。 

 （３）労働安全衛生法及びこれに基づく命令に係る登録及び指定に関する省令

（昭和 47 年労働省令第 44 号。以下「登録省令」という。）の一部改正 

登録省令で定める登録教習機関の区分に金属アーク溶接等限定技能講

習を追加することとしたものであること（登録省令第 20 条第 15 号の２関

係）。 

 

３ 改正告示の概要 

金属アーク溶接等限定技能講習に係る科目の範囲、講習時間等を規定した

ものであること。 

 

４ 施行期日等 

（１）改正省令及び改正告示は、（改正省令の附則の一部規定を除き）令和６

年１月１日から施行及び適用することとしたこと。 

（２）登録教習機関の登録に関する所要の経過措置を設けること。 

 

第２ 細部事項 

 １ 特化則の一部改正関係 

今回の改正は、事業者に対し、金属アーク溶接等作業を行う場合は、今回

新設された金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者のうちから金属ア



3 
 

ーク溶接等作業主任者を選任することを可能とするものであり、当然、事業

者は、従前どおり、金属アーク溶接等作業を行う場合において特化物技能講

習を修了した者のうちから特定化学物質作業主任者を選任しても差し支え

ないこと。 

 

 ２ 化学物質関係作業主任者技能講習規程の一部改正関係 

金属アーク溶接等限定技能講習に係る学科講習の時間数については、特

化物技能講習の講習科目の範囲との違いを踏まえ定めたものであること。

また、金属アーク溶接等限定技能講習を修了した者が特化物技能講習を受

講する場合において、特化物技能講習に係る講習科目の省略や講習時間の

短縮は認められないこと。 

 

 ３ 関係通達の改正 

平成 16 年２月 17 日付け基発第 0217003 号通達の一部を次のように改正

する。 

別添（技能講習修了証明書の様式）を次のように改める。 
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ア 
溶 

ア溶：金属アーク溶接等作業主任者限定 
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○
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
六
号

労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
、
第
七
十
六
条
第
三
項
、
第
七
十
七
条
第
一
項
及
び
第

百
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

労
働
安
全
衛
生
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
労
働
安
全
衛
生
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
十
六
条
、
第
十
七
条
関
係
）

作

業

の

区

分

資

格

を

有

す

る

者

名

称

作

業

の

区

分

資
格
を
有
す
る
者

名

称

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
及
び

特
定
化
学
物
質

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
及
び

特
定
化
学
物
質

の
う
ち
、
次
の
二
項
に
掲
げ

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

作
業
主
任
者

の
う
ち
、
次
の
項
に
掲
げ
る

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

作
業
主
任
者

る
作
業
以
外
の
作
業

業
主
任
者
技
能
講
習

作
業
以
外
の
作
業

業
主
任
者
技
能
講
習

（
講
習
科
目
を
次
項

を
修
了
し
た
者

の
金
属
ア
ー
ク
溶
接

等
作
業
に
係
る
も
の

に
限
定
し
た
も
の
（

以
下
「
金
属
ア
ー
ク

溶
接
等
作
業
主
任
者

限
定
技
能
講
習
」
と

い
う
。
）
を
除
く
。

令
第
六
条
第
二
十
号

の
作
業
の
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
修
了

し
た
者

令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

特
定
化
学
物
質
及
び

金
属
ア
ー
ク
溶

（
新
設
）

（
新
設
）

（
新
設
）

の
う
ち
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶

四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作

接
等
作
業
主
任

接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用

業
主
任
者
技
能
講
習

者

い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接

ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の

等
作
業
主
任
者
限
定
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他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造

技
能
講
習
を
含
む
。

し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（

）
を
修
了
し
た
者

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
金

属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と

い
う
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

備
考

（
略
）

備
考

（
略
）
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（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

四
ア
ル
キ
ル
鉛
中
毒
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

（
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
十
四
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
二
十
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定
化

第
十
四
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
二
十
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定
化

学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
特
定
化
学
物
質
障

学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
を
修
了
し
た
者
の
う

害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
二

ち
か
ら
、
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

項
に
規
定
す
る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
を
除
く
。

第
二
十
七
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
四
ア
ル
キ

ル
鉛
等
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
七
条

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

第
二
十
七
条

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

の
科
目
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

の
科
目
そ
の
他
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(

昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号)

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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（
特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す

る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
等
の
選
任
）

（
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
の
選
任
）

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定

第
二
十
七
条

事
業
者
は
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
に
つ
い
て
は
、
特
定

化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
次
項
に
規
定
す

化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
特
別
有
機
溶
剤

る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
を
除
く
。
第
五
十
一
条

業
務
に
係
る
作
業
に
あ
つ
て
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
）
を
修

第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
特
別
有
機
溶
剤
業
務
に
係
る
作

了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば

業
に
あ
つ
て
は
、
有
機
溶
剤
作
業
主
任
者
技
能
講
習
）
を
修
了
し
た
者
の
う

な
ら
な
い
。

ち
か
ら
、
特
定
化
学
物
質
作
業
主
任
者
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

事
業
者
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業

（
新
設
）

の
う
ち
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断

し
、
又
は
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造
し
、
又

は
取
り
扱
う
作
業
（
以
下
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
は
、
講
習
科
目
を
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
も
の
に
限
定
し
た

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
第
五
十
一

条
第
四
項
に
お
い
て
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
」

と
い
う
。
）
を
修
了
し
た
者
の
う
ち
か
ら
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任

者
を
選
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

（
略
）

２

（
略
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
の
職
務
）

第
二
十
八
条
の
二

事
業
者
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
に
次
の
事

（
新
設
）

項
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

作
業
に
従
事
す
る
労
働
者
が
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
り
汚
染
さ
れ
、
又
は

こ
れ
を
吸
入
し
な
い
よ
う
に
、
作
業
の
方
法
を
決
定
し
、
労
働
者
を
指
揮

す
る
こ
と
。

二

全
体
換
気
装
置
そ
の
他
労
働
者
が
健
康
障
害
を
受
け
る
こ
と
を
予
防
す

る
た
め
の
装
置
を
一
月
を
超
え
な
い
期
間
ご
と
に
点
検
す
る
こ
と
。

三

保
護
具
の
使
用
状
況
を
監
視
す
る
こ
と
。
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（
掲
示
）

（
掲
示
）

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除

第
三
十
八
条
の
三

事
業
者
は
、
第
一
類
物
質
（
塩
素
化
ビ
フ
ェ
ニ
ル
等
を
除

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、

く
。
）
又
は
令
別
表
第
三
第
二
号
３
の
２
か
ら
６
ま
で
、
８
、
８
の
２
、

11

11

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

か
ら

ま
で
、

の
２
か
ら

の
２
ま
で
、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

12

13

15

18

19

21

12

13

15

18

19

21

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

、

の
２
か
ら

の
５
ま
で
、

の
２
か
ら

ま
で
、

、

の
２
、

、

22

22

23

24

26

27

29

22

22

23

24

26

27

29

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
３
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表

、

の
２
、

、

の
２
若
し
く
は

の
３
に
掲
げ
る
物
若
し
く
は
別
表

30

31

32

33

34

30

31

32

33

34

第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号

第
一
第
三
号
の
二
か
ら
第
六
号
ま
で
、
第
八
号
、
第
八
号
の
二
、
第
十
一
号

か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八

か
ら
第
十
二
号
ま
で
、
第
十
三
号
の
二
か
ら
第
十
五
号
の
二
ま
で
、
第
十
八

号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら

号
の
二
か
ら
第
十
九
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
一
号
、
第
二
十
二
号
の
二
か
ら

第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二

第
二
十
二
号
の
五
ま
で
、
第
二
十
三
号
の
二
か
ら
第
二
十
四
号
ま
で
、
第
二

十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の

十
六
号
、
第
二
十
七
号
の
二
、
第
二
十
九
号
、
第
三
十
号
、
第
三
十
一
号
の

二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
三
に
掲
げ

二
、
第
三
十
二
号
、
第
三
十
三
号
の
二
若
し
く
は
第
三
十
四
号
の
三
に
掲
げ

る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

る
物
（
以
下
「
特
別
管
理
物
質
」
と
総
称
す
る
。
）
を
製
造
し
、
又
は
取
り

扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸

扱
う
作
業
場
（
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業
場
に
あ
つ
て
は
、
ク
ロ
ム
酸

等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業

等
を
鉱
石
か
ら
製
造
す
る
事
業
場
に
お
い
て
ク
ロ
ム
酸
等
を
取
り
扱
う
作
業

場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇

場
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
次
の
事
項
を
、
見
や
す
い
箇

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

所
に
掲
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

五

次
に
掲
げ
る
場
所
に
あ
つ
て
は
、
有
効
な
保
護
具
を
使
用
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
旨

な
ら
な
い
旨

イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
行
う
作
業
場

（
新
設
）

ハ
～
ヘ

（
略
）

ロ
～
ホ

（
略
）

（
削
る
）

へ

第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作

業
を
行
う
作
業
場

ト

（
略
）

ト

（
略
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
措
置
）

（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
措
置
）

第
三
十
八
条
の
二
十
一

事
業
者
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
行
う
屋
内

第
三
十
八
条
の
二
十
一

事
業
者
は
、
金
属
を
ア
ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー

作
業
場
に
つ
い
て
は
、
当
該
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー

ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は
ガ
ウ
ジ
ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
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ム
を
減
少
さ
せ
る
た
め
、
全
体
換
気
装
置
に
よ
る
換
気
の
実
施
又
は
こ
れ
と

ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作
業
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
金

同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事

属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
を
行
う
屋
内
作
業
場
に
つ
い
て
は
、

業
者
は
、
第
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
お

当
該
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
減
少
さ
せ
る
た
め

い
て
発
生
す
る
ガ
ス
、
蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備

、
全
体
換
気
装
置
に
よ
る
換
気
の
実
施
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講

、
局
所
排
気
装
置
又
は
プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
要
し

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
事
業
者
は
、
第
五
条
の
規

な
い
。

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
に
お
い
て
発
生
す
る
ガ
ス
、

蒸
気
若
し
く
は
粉
じ
ん
の
発
散
源
を
密
閉
す
る
設
備
、
局
所
排
気
装
置
又
は

プ
ッ
シ
ュ
プ
ル
型
換
気
装
置
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

２
～

（
略
）

２
～

（
略
）

12

12

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
三
項
の
規
定
は
、
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
に

（
新
設
）

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル

キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
」
と
あ
る
の
は
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作

業
主
任
者
限
定
技
能
講
習
」
と
、
「
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
に

係
る
」
と
あ
る
の
は
「
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
に
係
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。



- 10 -

（
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
登
録
の
区
分
）

（
登
録
の
区
分
）

第
二
十
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次

第
二
十
条

法
第
七
十
七
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
区
分
は
、
次

の
と
お
り
と
す
る
。

の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十
四

（
略
）

一
～
十
四

（
略
）

十
五

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習
（
次

十
五

特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業
主
任
者
技
能
講
習

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

十
五
の
二

講
習
科
目
を
令
第
六
条
第
十
八
号
の
作
業
の
う
ち
、
金
属
を
ア

（
新
設
）

ー
ク
溶
接
す
る
作
業
、
ア
ー
ク
を
用
い
て
金
属
を
溶
断
し
、
又
は
ガ
ウ
ジ

ン
グ
す
る
作
業
そ
の
他
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
を
製
造
し
、
又
は
取
り
扱
う
作

業
に
係
る
も
の
に
限
定
し
た
特
定
化
学
物
質
及
び
四
ア
ル
キ
ル
鉛
等
作
業

主
任
者
技
能
講
習

十
六
～
二
十
六

（
略
）

十
六
～
二
十
六

（
略
）
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

、

（
登
録
教
習
機
関
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係
る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令

（
以
下
「
新
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
十
五
号
の
二
に
掲
げ
る
区
分
に
つ
い
て
、
労
働
安
全
衛
生
法
（
昭
和
四

十
七
年
法
律
第
五
十
七
号
）
第
十
四
条
の
登
録
（
次
項
に
お
い
て
単
に
「
登
録
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
も
、
そ
の
申
請
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
法
第
七
十
七
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
業
務
規
程
の
届
出
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
前
に
お
い
て
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
労
働
安
全
衛
生
法
及
び
こ
れ
に
基
づ
く
命
令
に
係

る
登
録
及
び
指
定
に
関
す
る
省
令
（
以
下
「
旧
登
録
省
令
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
第
十
五
号
の
区
分
に
係
る
登
録
教
習
機

関
と
し
て
登
録
を
受
け
て
い
る
者
は
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
い
て
新
登
録
省
令
第
二
十
条
第
十
五
号
の
区
分
に
係
る

登
録
教
習
機
関
と
し
て
登
録
を
受
け
た
者
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
登
録
を
受
け
た
者
と
み
な
さ
れ
る
者
に
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係
る
当
該
登
録
の
有
効
期
間
は
、
労
働
安
全
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
七
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
第
二
十
三
条
の
二
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
に
お
け
る
旧
登
録
省
令
第
二
十
条
第
十
五
号
の
区
分
に
係
る
登
録
教
習
機
関

と
し
て
受
け
た
登
録
の
残
存
期
間
と
同
一
の
期
間
と
す
る
。
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○
厚
生
労
働
省
告
示
百
六
十
八
号

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十
九
号
）
第
五
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準

用
す
る
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
化
学
物
質
関
係
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
及
び
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
継
続

し
て
行
う
屋
内
作
業
場
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

化
学
物
質
関
係
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
及
び
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
継
続
し
て
行
う
屋
内
作
業
場
に
係
る
溶

接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
化
学
物
質
関
係
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
の
一
部
改
正
）

第
一
条

化
学
物
質
関
係
作
業
主
任
者
技
能
講
習
規
程
（
平
成
六
年
労
働
省
告
示
第
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に

改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
講
習
科
目
の
範
囲
及
び
時
間
）

（
講
習
科
目
の
範
囲
及
び
時
間
）

第
二
条

技
能
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ

第
二
条

技
能
講
習
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
講
習
科
目
に
応
じ
、
そ
れ

ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
範
囲
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習

ぞ
れ
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
範
囲
に
つ
い
て
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
講
習

時
間
に
よ
り
、
教
本
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

時
間
に
よ
り
、
教
本
等
必
要
な
教
材
を
用
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

講
習
科
目

範

囲

講
習
時
間

講
習
科
目

範

囲

講
習
時
間

（
略
）

（
略
）

特
定
化
学

金
属
ア
ー

（
略
）

（
略
）

特
定
化
学

（
新
設
）

物
質
及
び

ク
溶
接
等

物
質
及
び

四
ア
ル
キ

作
業
主
任

四
ア
ル
キ

ル
鉛
等
作

者
限
定
技

ル
鉛
等
作

業
主
任
者

能
講
習

業
主
任
者

技
能
講
習

技
能
講
習

（
金
属
ア

ー
ク
溶
接

等
作
業
主

任
者
限
定

技
能
講
習

（
特
定
化

学
物
質
障

害
予
防
規

則
（
昭
和

四
十
七
年

労
働
省
令

第
三
十
九

号
）
第
二

十
七
条
第
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二
項
に
規

定
す
る
金

属
ア
ー
ク

溶
接
等
作

業
主
任
者

限
定
技
能

講
習
を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）

を
除
く
。

）

健
康
障
害

（
略
）

（
略
）

（
略
）

溶
接
ヒ
ュ

四
時
間
（

健
康
障
害

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

四
時
間
（

及
び
そ
の

ー
ム
に
よ

鉛
作
業
主

及
び
そ
の

鉛
作
業
主

予
防
措
置

る
健
康
障

任
者
技
能

予
防
措
置

任
者
技
能

に
関
す
る

害
の
病
理

講
習
に
あ

に
関
す
る

講
習
に
あ

知
識

、
症
状
、

っ
て
は
三

知
識

っ
て
は
三

予
防
方
法

時
間
、
金

時
間
）

及
び
応
急

属
ア
ー
ク

措
置

溶
接
等
作

業
主
任
者

限
定
技
能

講
習
に
あ

っ
て
は
一

時
間
）

作
業
環
境

（
略
）

（
略
）

（
略
）

溶
接
ヒ
ュ

四
時
間
（

作
業
環
境

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

四
時
間
（

の
改
善
方

ー
ム
の
性

鉛
作
業
主

の
改
善
方

鉛
作
業
主

法
に
関
す

質

金
属

任
者
技
能

法
に
関
す

任
者
技
能

る
知
識

ア
ー
ク
溶

講
習
に
あ

る
知
識

講
習
に
あ

接
等
作
業

っ
て
は
三

っ
て
は
三
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（
金
属
を

時
間
、
金

時
間
）

ア
ー
ク
溶

属
ア
ー
ク

接
す
る
作

溶
接
等
作

業
、
ア
ー

業
主
任
者

ク
を
用
い

限
定
技
能

て
金
属
を

講
習
に
あ

溶
断
し
、

っ
て
は
二

又
は
ガ
ウ

時
間
）

ジ
ン
グ
す

る
作
業
そ

の
他
の
溶

接
ヒ
ュ
ー

ム
を
製
造

し
、
又
は

取
り
扱
う

作
業
を
い

う
。
以
下

同
じ
。
）

に
係
る
器

具
そ
の
他

の
設
備
の

管
理

作

業
環
境
の

評
価
及
び

改
善
の
方

法

保
護
具
に

（
略
）

（
略
）

（
略
）

金
属
ア
ー

（
略
）

保
護
具
に

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

（
略
）

関
す
る
知

ク
溶
接
等

関
す
る
知

識

作
業
に
係

識

る
保
護
具
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の
種
類
、

性
能
、
使

用
方
法
及

び
管
理

関
係
法
令

（
略
）

（
略
）

（
略
）

労
働
安
全

二
時
間
（

関
係
法
令

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
新
設
）

二
時
間
（

衛
生
法
、

鉛
作
業
主

鉛
作
業
主

労
働
安
全

任
者
技
能

任
者
技
能

衛
生
法
施

講
習
に
あ

講
習
に
あ

行
令
及
び

っ
て
は
三

っ
て
は
三

労
働
安
全

時
間
、
金

時
間
）

衛
生
規
則

属
ア
ー
ク

中
の
関
係

溶
接
等
作

条
項

特

業
主
任
者

定
化
学
物

限
定
技
能

質
障
害
予

講
習
に
あ

防
規
則

っ
て
は
一

時
間
）

２

（
略
）

２

（
略
）
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（
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
継
続
し
て
行
う
屋
内
作
業
場
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
の
一
部
改

正
）

第
二
条

金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
を
継
続
し
て
行
う
屋
内
作
業
場
に
係
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
の
方
法
等
（
令
和

二
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
）

（
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
）

第
一
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十

第
一
条

特
定
化
学
物
質
障
害
予
防
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
三
十

九
号
。
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
の
規

九
号
。
以
下
「
特
化
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

定
に
よ
る
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
の
測
定
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

試
料
空
気
の
採
取
は
、
特
化
則
第
二
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
金
属

一

試
料
空
気
の
採
取
は
、
特
化
則
第
三
十
八
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定

ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
金
属
ア
ー
ク
溶
接

す
る
金
属
ア
ー
ク
溶
接
等
作
業
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
金
属
ア

等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す
る
試
料
採

ー
ク
溶
接
等
作
業
」
と
い
う
。
）
に
従
事
す
る
労
働
者
の
身
体
に
装
着
す

取
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該

る
試
料
採
取
機
器
を
用
い
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い

試
料
採
取
機
器
の
採
取
口
は
、
当
該
労
働
者
の
呼
吸
す
る
空
気
中
の
溶
接

て
、
当
該
試
料
採
取
機
器
の
採
取
口
は
、
当
該
労
働
者
の
呼
吸
す
る
空
気

ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
を
測
定
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
部
位
に
装
着
し
な
け

中
の
溶
接
ヒ
ュ
ー
ム
の
濃
度
を
測
定
す
る
た
め
に
最
も
適
切
な
部
位
に
装

れ
ば
な
ら
な
い
。

着
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
～
四

（
略
）

二
～
四

（
略
）
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附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
六
年
一
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。


